
対
①
介
護
保
険
住
宅
改
修
費
の
支
給
：

介
護
保
険
で｢

要
介
護｣
・｢

要
支
援｣

と
認
定
さ
れ
て
い
る
人　

②
高
齢
者
居

住
環
境
整
備
費
助
成
：
①
の
対
象
者
お

よ
び
そ
の
配
偶
者
が
と
も
に
市
県
民
税

非
課
税
の
人　

容
手
す
り
の
取
り
付
け
、

床
段
差
の
改
修
、
滑
り
防
止
の
た
め
の

床
材
の
変
更
、
引
き
戸
な
ど
へ
の
取
り

替
え
、
和
式
か
ら
洋
式
へ
の
便
器
の
取

り
替
え
な
ど　

※
新
築
・
増
築
の
場
合

は
対
象
外
で
す
。
額
①
：
対
象
工
事
費

（
上
限
20
万
円
）
の
９
割
（
上
限
18
万
円
）

／
②
：
対
象
工
事
費
（
上
限
80
万
円
）

の
３
分
の
２
（
上
限
53
万
３
０
０
０
円
）

※
①
と
②
の
併
用
が
で
き
ま
す
。

※
工
事
着
工
前
に
必
ず
申
請
が
必
要
で
す
。

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課 

（
０
８
５
７
）
20
ー

３
４
５
３
／
各
総
合

支
所
福
祉
保
健
課
（
上
記
参
照
）

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
▽
60

歳
以
上
の
高
齢
者
と
同
居
し
て
い
る
60
歳

未
満
の
人
▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
４

級
・
療
育
手
帳
A
を
所
持
し
て
い
る
人

ま
た
は
そ
の
人
と
同
居
し
て
い
る
人　

容

高
齢
者
・
障
害
者
の
専
用
居
室
、
浴
室
、

台
所
、便
所
、廊
下
の
増
改
築　

額
50
万

〜
２
５
０
万
円
、
年
利
＝
１
・
０
％
（
変

動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
で
、
償
還

期
間
は
、
10
年
以
内
（
貸
付
額
に
応
じ

て
変
わ
り
ま
す
）
※
連
帯
保
証
人
が
２
人

必
要
で
す
。
※
工
事
着
工
前
に
申
請
が
必

要
で
す
。
問
高
齢
者
＝
市
役
所
駅
南
庁

舎
高
齢
社
会
課

（
０
８
５
７
）
20
ー

３
４
５
３
／
障
害
者
＝
市
役
所
駅
南
庁

舎
生
活
福
祉
課

（
０
８
５
７
）
20
ー

３
４
７
５

　

世
帯
全
員
の
所
得
が
低
い
高
齢
者
で

一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
、
施
設
な
ど
へ
の
入
所
に
と
も

な
う
食
費
や
居
住
費
、
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。
な
お
、
現
在
、

対
象
と
な
っ
て
い
る
人（
次
の
認
定
証
の

保
有
者
）は
、６
月
30
日
に
有
効
期
限
が

切
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
申
請
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

﹇
負
担
限
度
額
認
定
証
﹈
…
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介

護
療
養
型
医
療
施
設
に
入
所
ま
た
は
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
し
た
場
合
に
、

食
費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
を
減
額

﹇
利
用
者
負
担
軽
減
確
認
証
﹈
…
社
会
福

祉
法
人
が
行
っ
て
い
る
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
料
を
軽
減　

問
市
役
所
駅

南
庁
舎
高
齢
社
会
課
（
０
８
５
７
）20
ー

３
４
５
４
／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健
課
（

上
記
参
照
）

　

医
療
保
険
で
医
療
を
受
け
ら
れ
た
場
合

に
、自
己
負
担
分
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。 

対
平
成
18
年
の
所
得
税
が
非
課
税
の
世
帯

で
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
子
（
子
が
18
歳
に

達
す
る
年
度
末
ま
で
）
受
▽
新
規
：
７
月

２
日（
月
）〜　

▽
更
新
：
６
月
25
日（
月
）

〜
29
日
（
金
）（
対
象
者
に
は
通
知
ハ
ガ

キ
を
送
付
）
※
資
格
開
始
日
は
、
申
請
し

た
月
の
１
日
か
ら
で
す
。
持
健
康
保
険

証　

※
平
成
19
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入

し
た
人
は
、
平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
の

住
所
地
の
役
所
で
交
付
さ
れ
た
所
得
課
税

証
明
書
も
必
要
で
す
。
問
市
役
所
駅
南

庁
舎
保
険
年
金
課

（
０
８
５
７
）
20

ー

３
４
８
６
／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健
課

（
上
段
参
照
）

対
所
得
税
お
よ
び
市
民
税
非
課
税
で
次

の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人 

①
70
歳
以
上
、
②
65
歳
以
上
で
老
人

医
療
受
給
者　

※
今
年
度
よ
り
、
対
象
条

件
に
市
民
税
非
課
税
が
加
わ
り
ま
し
た
。

容
１
回
当
た
り
１
０
０
０
円
以
内
の
助

成
券
を
発
行
（
年
12
回
以
内
、
有
効
期
間

６
月
１
日
〜
平
成
20
年
５
月
31
日
）
※
助

成
券
の
利
用
は
、「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
等
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
免
許
を
取
得
し
、
鳥
取

県
鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
会
、
鳥
取
県
鍼
灸

師
会
お
よ
び
鳥
取
県
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ

指
圧
師
会
に
加
盟
し
て
い
る
治
療
院（
所
）

な
ど
に
限
り
ま
す
。
受
６
月
１
日
（
金
）

〜　

持
健
康
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の　

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
保

険
年
金
課
（
０
８
５
７
）20
ー

３
４
８
６

／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健
課
（
上
記
参

照
）

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
受

給
資
格
を
確
認
す
る
た
め
の
現
況
届
（
６

月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
）
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

受
６
月
11
日
（
月
）
〜
29
日
（
金
）
持

▽
会
社
に
勤
務
し
て
い
る
人
＝
健
康
保
険

被
保
険
者
証
の
コ
ピ
ー
ま
た
は
年
金
加
入

証
明
書　

▽
平
成
19
年
１
月
２
日
以
降

に
、
本
市
に
転
入
し
て
き
た
人
＝
前
住
所

地
の
所
得
証
明
書　

※
現
況
届
を
提
出
し

な
い
と
、
手
当
の
支
給
が
で
き
な
く
な
っ

た
り
、遅
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

In
fo
rm
a
tio
n

In
fo
rm
a
tio
n

情報ひろば
■各総合支所　
国府 （0857）39ー0555／福部 （0857）75ー2111
河原 （0858）76ー3111／用瀬 （0858）87ー2111
佐治 （0858）88ー0211／気高 （0857）82ー0011
鹿野 （0857）84ー2011／青谷 （0857）85ー0011

福　祉

高
齢
者
の
た
め
の

住
宅
改
修
費
の
助
成

高
齢
者
・
障
害
者
用
居
室
の

増
改
築
資
金
の
貸
し
付
け

ひ
と
り
親
家
庭
の
特
別
医
療
費

制
度
の
新
規
・
更
新
手
続
き

高
齢
者
の 

は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
費
の
助
成

児
童
手
当
の
現
況
届
は
６
月
中
に
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介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

の
軽
減
手
続
き



　

な
お
、
所
得
超
過
な
ど
で
こ
れ
ま
で
請

求
を
し
て
い
な
い
人
も
、
所
得
額
の
変
更

な
ど
に
よ
り
受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
児
童
家
庭
課 

（
０
８
５
７
）
20
ー

３
４
６
５
／
各
総
合
支

所
福
祉
保
健
課
（
18
ペ
ー
ジ
上
段
参
照
）

時
６
月
20
日
（
水
）
10
：
00
〜
12
：
00

所
市
役
所
駅
南
庁
舎
地
下
１
階
第
２
会

議
室　

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に

関
心
の
あ
る
人

容
研
修
『
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
』

料
２
０
０
円　

受
６
月
15
日
（
金
）
ま

で　

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局

（
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課
内
）

（
０
８
５
７
）20
ー

３
４
５
５

　

６
月
は
、
鳥
取
地
域
の
「
乾
電
池
等
」

の
収
集
月
で
す
。
ほ
か
の
ご
み
と
区
別

し
、
乾
電
池
と
蛍
光
管
を
別
々
に
透
明

ま
た
は
半
透
明
の

袋
に
入
れ
、
６
月
１

日（
金
）〜
７
日（
木
）

の
「
小
型
破
砕
ご
み

の
収
集
日
」
に
ご
み

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。
特

に
蛍
光
管
に
つ
い
て
は
購
入
時
の
ケ
ー
ス

に
入
れ
る
な
ど
し
て
壊
れ
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。　

※
合
併
地
域
に
つ
い
て
は
各
総
合
支
所

だ
よ
り
を
ご
覧
に
な
る
か
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
（
18
ペ
ー
ジ
上
記
参
照
）

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
問
市
役
所

本
庁
舎
生
活
環
境
課

（
０
８
５
７
）

20
ー

３
２
１
７

時
６
月
17
日
（
日
）
10
：
00
〜
16
：
00　

所
鳥
取
環
境
大
学
（
若
葉
台
北
一
丁

目
）
内
学
科
体
験
授
業
、
研
究
室
公

開
、
環
境
測
定
体
験
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
解
剖
教
室
、
キ
ャ
ン
パ
ス
見
学
ツ

ア
ー
、
在
学
生
と
語
ろ
う
コ
ー
ナ
ー
、

学
食
無
料
体
験 

な
ど　

※
申
込
不
要
・
入
退
場
自
由
で
す
。
※
無

料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
、当
日
９
：
30
分
か

ら
16
：
00
ま
で
J
R
鳥
取
駅
南
口
か
ら
30

分
間
隔
で
運
行
。
問
鳥
取
環
境
大
学
入

試
広
報
課
（
０
８
５
７
）
38
ー

６
７
２

０ 鳥
取
環
境
大
学

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

■凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法　
所＝場所　員＝定員　数＝数量　料＝料金　額＝支給・
助成額など　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの　
問＝問い合わせ先

家
族
介
護
者
の
つ
ど
い

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

乾
電
池
・
蛍
光
管
の
収
集

６
月
の
第
１
週
（
鳥
取
地
域
）

　平成 19 年度の税制改正で、一定
のバリアフリー工事を行った住宅は、固
定資産税の軽減措置が受けられます。

■ 要　件
① 平成 19年 1月1日に建っている住宅（賃貸住宅を除く）
② 次のいずれかに該当する人が居住している家屋

 ▽工事が完了した年に65歳以上である人

 ▽介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人

 ▽障害者
③ 住宅改修にかかる補助金などを除いた自己負担金が30
　 万円以上となる工事
④ 平成19年４月１日から平成22年3月31日までに完了した工事
※この軽減措置を受けることができるのは１家屋１度に限ります。
また、新築住宅・耐震改修住宅の軽減と重複して受けること
はできません。
■ 内　容
軽減年度　工事が完了した年の翌年度に課税される固定資
　　　　　産税１年度分
減 額 率　対象家屋の延べ床面積100平方メートル分を限
　　　　　度に、３分の１を減額
■ 申　請
　問い合わせ先に配置している申告書に記入のうえ、次の
書類を添えて工事終了後３カ月以内に申請してください（省
略できる書類もありますので、事前にご相談ください）。
①対象者の居住の証明となる書類　住民票の写し、介護保
険被保険者証の写し、障害者手帳の写し  など
②改修工事の内容の証明となる書類　工事費などの明細
書・領収書・改修前後の写真、または、これらに替わる建築
士などによる証明書
③補助金などを受けた場合は、給付が確認できる書類

ハート・プラスマーク

問い合わせ先　
市役所駅南庁舎生活福祉課  （0857）20-3475

　「ハート・プラスマーク」は、内
部障害、内部疾患のある人が自発的
に表示し、周囲の理解を求めるため
のマークとして作られました。
　内部障害のある人は、外見からは分からないため、さ
まざまな誤解を受けることがあります。このマークを見
かけたら、「身体内部に障害がある」ということを理解し
てくだい。
■内部障害　
身体障害者手帳のうち、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸および、免疫の機能障害のこと
■内部疾患　
難病や、そのほか多くの内蔵機能疾患のこと

プラスマークプラスマーク
ご存知ですか！

　詳しくは、このマークを全国に普及活動をしてい
る「ハート・プラスの会」のホームページ（http://
www.normanet.ne.jp/～h-plus/）をご覧ください。
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問い合わせ先　市役所駅南庁舎固定資産税課 （0857）
20－3424／各総合支所市民生活課（18ページ上段参照）

お知らせ

住宅のバリアフリー改修にともなう
固定資産税の軽減措置


